
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３ 

意匠公知資料データベースの公開促進のための

方策の在り方について

１．意匠公知資料データベースの公開におけるこれまでの経緯

特許庁では、新製品の写真・図面等のイメージデータを内外国の雑誌やカタログ、イン

ターネットホームページから抽出、電子化し、意匠公知資料としてデータベースを構築し

ている（参考資料２「意匠公知資料について」参照）。 

このデータベースに対し、意匠制度ユーザーから公開を求める要望があるが、これら写

真・図面等のイメージデータは著作権により、許可無く公開することができない。そのた

め、平成１４（２００２）年７月３日に策定された『知的財産戦略大綱』において、「魅力

あるデザインの創造やブランドの構築を促進するため、特許庁の保有するデザイン、ブラ

ンド関連情報の活用を促進するための方策について検討し、２００３年度末までに成案を

得る」旨の指摘がなされた。さらに、『知的財産推進計画２００３』において、「特許庁の

保有するデザイン関連情報を公開・提供するための方策について具体策をまとめる」こと

が約束された。 

これを受け、平成１６（２００４）年度、調査研究事業により、委員会を設置し、『審査

資料（公知資料）の内容充実及び公開に関する調査研究報告書』（平成１７年３月 社団法

人 日本デザイン保護協会）をまとめた。ここで、諸外国の著作物については、契約にあ

たっての言語の問題や権利意識や契約に対する認識の相違、意匠における審査制度を採用

していない場合には公知資料の公開自体への理解が十分に得られないことが想定されるこ

とから、許諾を得ることは困難であること、また著作権の所在が比較的明らかなインター

ネット掲載画像を主な対象とすること等が結論として提示された。また、上記調査研究の

結果を受け、各企業担当者に電話あるいは面会にて事業趣旨を説明し、試行的に公開利用

許諾事業を実施した。 

平成１７（２００５）年度以降、前年度に蓄積された国内のインターネット情報に対し

て許諾を取得する事業を実施し、平成２０（２００８）年度、国内の雑誌・カタログまで

対象を広げ、これまで４３，１３３件の公開許諾を得て、インターネット上で公開（※）

している（参考資料３「これまでの意匠公知資料データベースの公開許諾の実績」参照）。

※「公開許諾」とは、独立行政法人 	工業所有権情報・研修館（INPIT）の特許電子

図書館（IPDL）により、インターネット上で公開すること。 
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２．平成２１（２００９）年度の公開利用許諾事業の概要

（１）許諾対象となる意匠公知資料について

前年度に蓄積した国内企業による意匠公知資料を対象としている。 

したがって、今年度事業の対象は、平成２０（２００８）年度に抽出した内国雑誌、

内国カタログ、国内企業のインターネット情報から作成した意匠公知資料である。 

※収集した冊子等については、 INPIT で保管され、閲覧に供されている。

外国カタログ ,
6751件 , 5%

インターネット
公知(外国),

40360件 , 32%

外国雑誌,
12001件 , 9%

インターネット
公知(内国),

31870件 , 24%

内国カタログ ,
27857件 , 21%

内国雑誌,
12303件 , 9%

内国雑誌
内国カタログ
インターネット公知 (内国 )
外国雑誌
外国カタログ
インターネット公知 (外国 )

総資料数：131,142件

内国雑誌 

・抽出対象：1073冊の内国雑誌
・審査官が審査に必要と判断した雑誌。

・INPITにて収集リストを公開している。 
http://www.inpit.go.jp/data/sinsa/inde 
x.html）

内国カタログ

・抽出対象：12814冊の内国カタログ
・専門新聞紙等に掲載された新製品情報記

事に基づき、主要展示会から新製品カタ

ログを収集。

内国インターネット 

・抽出対象：意匠出願経験のある企業の

ホームページを中心とした対象サイト

（6,980サイト）

【平成２０（２００８）年度に資料化した意匠公知資料】

許諾対象件数：72,030件

意匠公知資料の抽出基準

新製品情報（「NEW」「新製品」など、新製品を示す情報）が掲載されたページを選別し、そこから重複排除

等を行い抽出する資料を厳選し、電子化する。電子化の際、該当する新製品の写真等を切り抜いた部分に加え、

雑誌・カタログの場合は表紙、奥付及び抽出ページ、インターネットの場合はトップページ及び掲載ページも

蓄積している。なお、公開の対象は該当する新製品の写真等を切り抜いた部分としている。
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（２）許諾取得方法の概要について

①全体の流れ 

【意匠公知資料公開までのフロー】 【許諾作業フロー】 

A.送付確認（第 1事業） 

B.許諾依頼（第 2事業）
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②送付確認、許諾依頼に対する具体的作業 

Ａ.送付確認（第 1 事業） 

「はい」もしくは「いいえ」

にチェックを入れる。

【送付確認書（サンプル）】

Ｂ．許諾確認（第 2事業） 

○リストの記入

許諾可否の記入

公知資料番号をク

リックすると、許

諾対象画像データ

が表示される。

【著作物利用許諾リスト（サンプル）】

イメージデータの確認

○許諾書の記入及び返信

許諾書に必要事項を記入の上、上記リストとともに特許庁に返信する。 
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③許諾された意匠公知資料の活用例 

【意匠公報 登録第１３５１８３８号】

登録意匠の

書誌情報

参考文献が意匠登録番号や意

匠公知資料番号で表示される。

意匠公報に掲載された参考文献情報（上記赤枠参照）をＩＰＤＬで照会することによっ

て、登録意匠の周辺情報が把握でき、権利範囲の参照とすることが期待できる。 

【許諾された場合のＩＰＤＬ上での表示】 【許諾のない場合のＩＰＤＬ上での表示】

「図面データが存在しない、又は許

諾されていません。」と表示される。

公開許諾されたイメージ

データが表示される。
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④ＩＰＤＬ「意匠公知資料テキスト検索」について

平成２１（２００９）年１０月よりＩＰＤＬに「意匠公知資料テキスト検索」機能が

追加され、「公知資料番号」による照会に加え、「物品名」、「日本意匠分類」等による検

索が可能。

【意匠公知資料の検索について（ＩＰＤＬ「意匠公知資料テキスト検索」画面）】

「イメージ公開が許諾された資料の

み」を検索可能。

以下５つの検索項目を選択可能。

・物品名／原語物品名

・（現行）日本意匠分類・ Dターム
・旧日本意匠分類

・公知資料番号

・公知日／発行日／受入日
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３．これまで寄せられた主な意見、要望 

（１）平成１９年度産業構造審議会意匠制度小委員会報告書『意匠制度の在り方について

（案）』に対するパブリックコメント及び提出された意見に対する考え方 

Ⅱ．審査判断の明確化（審査基準の見直し等） 

（１）意見の概要 

意匠の審査判断を明確化するために、審査基準の見直しや拒絶理由通知書の

判断内容の具体的記載、審査判断の材料とした参考意匠の添付は妥当な施策で

あるとの意見、審査基準の整備と充実化、公知意匠データベースの整備・公表

が急務であるとの意見、審査判断の明確化の施策は特許庁の意匠審査における

具体的事案の類否判断を把握する上で役に立ち、この施策を登録査定の場合に

も拡大してほしいとの意見のほか、類否判断のベースとするために特許庁が保

有する意匠審査用のデータベース、特に公知資料データのＩＰＤＬ（特許電子

図書館）等での一般公開を望む意見があった。

（２）考え方 

意匠審査の明確化を図るため、審査基準を見直すとともに、審査判断を出願人

に明確に伝えるため、拒絶理由通知等への審査判断の理由付記等の施策を充実

させていくことが適当である。また、現在特許庁が所有するデータについても、

発行元である各企業が使用許諾に関する協力をする等、官民の連携を強めてい

くことが必要である。

（２）平成２０年度に実施した、意匠公知資料の公開利用許諾事業の実施にあたり、電話、

メール、書面により寄せられた主な意見 

①公開に積極的 

a.出願者側には大変メリットとなるので、是非推進していただきたい。 

b.国（特許庁）のこのようなデータベースは著作権フリーにしてもらいたい。 

c.メーカーとしては意匠公知資料照会を製品の存在証拠として利用したいと考えてい

る。 

②公開には反対 

a.カタログを分解して、分類付与してネット上で公開することについて、特に外国で

の模倣の助長を懸念している。 

b.国際状況に鑑みて、この事業は時期尚早。各国の知財意識が成熟したときにやるべ

き事業ではないか？今のタイミングだと途上国の模倣を助長させる。 

c.模倣されても権利は主張できないというデメリットもあるので注意が必要。 
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③権利関係が複雑で許諾が困難 

a.パッケージデザイン会社やキャラクターの著作権保有会社との契約の制限があり、

許諾できない。 

b.人物や肢体が写っており、肖像権の問題から許諾できない。 

c.米国の親会社が全て管理・コントロールしており、日本では判断できない。 

d.著作権を持っているのは主に海外にいるカメラマンで時間がかかる場合は許諾でき

ない。 

e.著作権を保有している海外法人が既に存在しないため、第三者利用の許諾を取る方

法がない。 

f.１件ずつ各担当部署に問い合わせが必要なため、対応できなかった。 

④ＩＰＤＬの検索機能について 

a.公知資料について、番号照会のみでなく、意匠分類や物品名で検索できるとよい。 

b.特許電子図書館で照会可能となることで、海外からのアクセスも可能となり、容易

に閲覧できることで、模倣を助長しないか。 

⑤製品写真等のイメージデータの取り込みについて 

a.画像データ中に含まれる、人物等が除去されれば許諾しやすい。 

b.プレスリリース資料は許諾しやすい。 

⑥その他 

・新製品のイメージデータを取り込む対象となった HP サイトのリストの公開を希望。

～フェアユースについて～ 

意見・要望の中に、「①b.国（特許庁）のこのようなデータベースは著作権フリーにして

もらいたい。」（ｐ７参照）とある点に関して、現在、文部科学省に設置されている文化審

議会において、フェアユース（※）の検討が行われている。 

意匠公知資料のデータベースもこのような規定が導入されれば、許諾なく公開できる道

が開ける可能性があるが、データベース化されている公知資料には海外の雑誌・カタログ

等から抽出したものも含め、様々なものがあり、どこまでその対象となり得るか等の課題

もあるので、今後の動向については注視していく必要がある。 

※フェアユース 

「権利者の利益を不当に害しないと認められる一定の範囲内で、公正な利用を包括的に

許容し得る権利制限の一般規定（日本版フェアユース規定）。」

（平成２０年１１月２７日 知的財産戦略本部 デジタル・ネット時代における知財制度

専門調査会 『デジタル・ネット時代における知財制度の在り方について（報告）』より）
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４．検討事項 

意匠の権利範囲の明確化及びデザイナーの創作基盤の整備を図るための方策の一つとし

て意匠公知資料データベースの公開促進の在り方を検討する。 

（１）公開による効果について 

①権利範囲の明確化 

②デザイナーの創作基盤の整備 

③製品イメージの公開により模倣に繋がるのではとの意見について 

『審査資料（公知資料）の内容充実及び公開に関する調査研究報告書』における整理 

「特許庁の資料化対象は、あくまでも公知となった資料、情報であり、個々の情報は

既に企業等自らが積極的に公開したものであり、意匠公知資料の公開が、今までにな

い新規な情報を模倣者に与えるものでもない。」 

（２）公開促進の在り方について（考えられる方策と課題） 

①資料収集の際、許諾を取ればよいのではないか 


【効果】 


・ 収集事業の中に許諾の依頼も含める方が作業効率がよいと思われる。 


【課題】 


・ 収集段階では、例えば 1 冊の雑誌からどの製品写真を抽出するか決まっていないた

め、冊子単位での許諾が必要となるが、一冊の中に複数の著作権者が存在しており、

冊子単位での包括的な許諾は困難。 

・ 雑誌、カタログの発行、インターネットにおいては情報の更新のタイミングでそれ

ぞれに許諾書が必要となり、許諾者側にとっても管理負担が大きなものとなる。 

②公開許諾可能な資料を提供してもらえばよいのでないか 


【効果】 


・ 許諾の確認作業等の必要なく、効率的に公開可能な資料が蓄積できる。 


【課題】 


・ カタログの場合、公正な公知日（受入日）の確保が困難。 

・ 発行する全カタログ、全冊子は企業側の負担が大きく、現実的ではない。 

・ 全ての情報が提供されるわけではないので、結局のところ収集・許諾事業は無くな

らない。 

・ 提供資料の許諾書及び許諾データの作成と、通常の許諾事業における許諾書及び
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データ管理とがばらばらになり、管理負担が大きくなる。 

③庁内に審査官用の検索端末を別途設置し、意匠公知資料について外部公開可能として

はどうか 

【効果】 

・ 庁内での照会であれば、公衆送信に該当しないのではないか。 


【課題】 


・ 庁内に限定したとしてもデータベースの公開使用は、著作権法第４２条第１項によ

る行政目的の内部資料としての使用にあたらないのではないか。 

④登録査定書の送付時に、イメージ情報を含む参考文献情報を提示してはどうか 

【効果】 

・ 現在、意匠に関する審査の手続のために必要と認められることから、拒絶理由通知

書に引用意匠の画像を、著作者の許諾を得ずに添付している（著作権法第４２条第

２項）。この運用を拡充し、登録査定で参考文献を有するものについて、参考文献の

画像を添付することで、公開利用許諾がないものも出願人は直ちに当該意匠の周辺

情報を確認することができ、権利範囲の明確化に資することが期待できる。 

【課題】 

・ 著作権法第４２条第２項における、「審査のために必要と認められる場合」に該当し

ないのではないか。 

・ 何人も、登録となった出願資料について、閲覧若しくは謄写又は書類の交付を請求

することができる（意匠法第６３条）こととなるが、著作権法第４２条第２項は、

ここまで予定していないのではないか。 

（著作権法）

第四十二条 著作物は、裁判手続のために必要と認められる場合及び立法又は行政の目的の

ために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、

複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態

様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。 

2 次に掲げる手続のために必要と認められる場合についても、前項と同様とする。

一 行政庁の行う特許、意匠若しくは商標に関する審査、実用新案に関する技術的な評価又

は国際出願（特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律（昭和五十三年法律第三十号）

第二条に規定する国際出願をいう。）に関する国際調査若しくは国際予備審査に関する手

続 

二 行政庁若しくは独立行政法人の行う薬事（医療機器（薬事法（昭和三十五年法律第百四

十五号）第二条第四項に規定する医療機器をいう。）に関する事項を含む。以下この号に

おいて同じ。）に関する審査若しくは調査又は行政庁若しくは独立行政法人に対する薬事

に関する報告に関する手続

（平十八法一二一・２項追加）
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（意匠法） 

第六十三条 何人も、特許庁長官に対し、意匠登録に関し、証明、書類の謄本若しくは抄

本の交付、書類、ひな形若しくは見本の閲覧若しくは謄写又は意匠原簿のうち磁気テープ

をもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することがで

きる。ただし、次に掲げる書類、ひな形又は見本については、特許庁長官が秘密を保持す

る必要があると認めるときは、この限りでない。 

一 願書、願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本又は意匠登録出願の審査に係る

書類であつて、意匠登録がされていないもの 

二 第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する書類、ひな形又は

見本 

三 拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判に係る書類であつて、当該事件に係る意匠

登録出願について意匠登録がされていないもの 

四 意匠登録無効審判又はその審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又

は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密（不正競争防止法 （平成五年法

律第四十七号）第二条第六項 に規定する営業秘密をいう。）が記載された旨の申出があつ

たもの 

五 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの 

六 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの 

⑤許諾を得やすいよう、抽出時に工夫はできないか 

a.抽出時に、肖像権等、他人の権利が混入していると思われる資料を選別し、他の資

料と区別できるようにする。 

b.抽出時に、プレスリリース資料を選別し、他の資料と区別できるようにする。 


【効果】 


・ 許諾リスト上で仕分けができ、許諾確認作業の負担が軽くなる。 


【課題】 


・ 抽出事業の仕様変更が必要。 

⑥インターネット公知資料について、各資料の収集先 URL 一覧を公開できないか 

【効果】 

・ 収集対象が明確となる。 


【課題】 


・ 公開する URL をどの階層までとするか等、公開方法の調整が必要。 
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